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衆
議
院
議
員
小
林
進
君
提
出
金
大
中
事
件
及
び
文
世
光
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 内

閣
衆
質
七
五
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三 

 
衆
議
院
議
員
小
林
進
君
提
出
金
大
中
事
件
及
び
文
世
光
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

日
韓
定
期
閣
僚
会
議
は
昭
和
四
十
二
年
以
来
毎
年
開
催
し
て
き
て
お
り
、
日
韓
間
の
相
互
理
解
を
深
め
る
上

で
相
当
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
る
。
金
大
中
氏
事
件
が
発
生
し
た
昭
和
四
十
八
年
も
、
同
事
件
の
外

交
的
決
着
を
み
た
直
後
の
十
二
月
に
閣
僚
会
議
を
開
い
て
お
り
、
昭
和
四
十
九
年
は
朴
大
統
領
狙
撃
事
件
の
発

生
等
で
日
韓
双
方
の
都
合
が
つ
か
ず
開
催
で
き
な
か
つ
た
が
、
次
回
会
議
は
本
年
中
の
双
方
に
と
つ
て
都
合
の

よ
い
時
期
に
開
催
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
開
催
時
期
は
今
後
両
国
政
府
間
で
詰
め
て
い
く
こ
と
に
な
つ
て
い

る
が
、
政
府
と
し
て
は
折
角
閣
僚
会
議
を
開
催
す
る
か
ら
に
は
有
意
義
な
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。 

な
お
、
外
務
大
臣
が
諸
外
国
の
政
府
首
脳
と
意
思
疎
通
を
図
り
相
互
理
解
を
深
め
る
目
的
で
外
国
を
訪
問
す 



二
に
つ
い
て 

(一 ) 

金
大
中
事
件
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
及
び
犯
行
現
場
に
い
た
参
考
人
が
と
も
に
日
本
に
い
な
い
と
い
う
悪

条
件
の
下
に
、
警
察
は
、
事
件
発
生
後
、
警
視
庁
に
特
別
捜
査
本
部
を
設
置
し
、
現
場
を
中
心
と
し
た
捜
査

を
続
け
た
。
こ
の
結
果
、
ホ
テ
ル
・
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
内
に
お
け
る
目
撃
者
を
は
じ
め
と

す
る
数
名
の
証
人
を
発
見
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
証
言
及
び
在
本
邦
大
韓
民
国
大
使
館
一
等
書
記
官
金
東
雲

(

当
時)

の
指
紋
が
現
場
遺
留
指
紋
と
一
致
し
た
こ
と
か
ら
、
同
人
が
犯
行
に
加
担
し
た
容
疑
が
濃
厚
と
な
つ

た
の
で
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
五
日
、
同
人
の
任
意
出
頭
を
求
め
た
が
、
こ
れ
に
応
じ
な
か
つ
た
。
ま
た
、

他
の
共
犯
者
に
つ
い
て
は
特
定
す
る
に
至
ら
ず
、
捜
査
を
続
け
て
い
る
。 

る
こ
と
は
随
時
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
外
務
大
臣
の
訪
韓
も
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
慮
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。 

犯
行
に
使
用
さ
れ
た
車
に
つ
い
て
は
、
大
韓
民
国
在
横
浜
領
事
館
副
領
事
劉
永
福(

当
時)

所
有
の
「
品
川 

四 

 



(二 ) 

文
世
光
事
件
に
つ
い
て
、
警
察
は
、
本
事
件
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
国
内
法
の
範
囲
内
に
お
い
て
で
き

る
限
り
の
捜
査
を
推
進
す
る
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
、
事
件
発
生
後
、
大
阪
府
警
察
本
部
に
特
別
捜
査
本
部

を
設
置
し
て
捜
査
に
努
め
た
。 

そ
の
結
果
、
文
世
光
が
吉
井
美
喜
子
の
協
力
に
よ
り
、
同
女
の
夫
名
義
の
旅
券
を
、
昭
和
四
十
八
年
十
一

月
及
び
昭
和
四
十
九
年
七
月
の
二
回
に
わ
た
つ
て
不
正
に
取
得
し
、
香
港
及
び
韓
国
に
渡
航
し
た
こ
と
が
明 

韓
国
側
か
ら
は
、
事
件
発
生
以
来
、
外
務
省
を
通
じ
、
数
次
に
わ
た
り
捜
査
結
果
の
通
報
を
受
け
て
い
る

が
、
更
に
昭
和
四
十
九
年
十
月
二
十
五
日
、
重
ね
て
金
東
雲
書
記
官
の
取
調
べ
内
容
等
韓
国
側
捜
査
結
果
の

通
報
を
依
頼
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
い
ま
だ
得
て
い
な
い
。 

五
五
も
二
〇
七
七
」
で
あ
る
容
疑
が
濃
く
な
つ
た
が
、
断
定
す
る
に
は
至
つ
て
い
な
い
。 

金
大
中
氏
が
連
れ
込
ま
れ
た
と
い
う
「
ア
ン
の
家
」
、
連
行
に
使
用
さ
れ
た
船
舶
等
に
つ
い
て
も
捜
査
を
行

つ
た
が
、
発
見
に
至
つ
て
い
な
い
。 

五 

 



ま
た
、
文
世
光
の
自
宅
、
同
人
が
使
用
し
て
い
た
車
両
等
の
捜
索
に
よ
り
、
大
阪
府
南
警
察
署
高
津
派
出

所
に
お
い
て
盗
難
に
あ
つ
た
拳
銃
の
う
ち
一
丁
（
回
転
式
ニ
ュ
ー
ナ
ン
ブ
、
三
十
八
口
径
、

No.
六
九
三
六
五

三
）
、
同
派
出
所
侵
入
に
使
用
し
た
工
具
等
が
発
見
さ
れ
、
更
に
、
韓
国
か
ら
文
世
光
が
犯
行
に
使
用
し
た

拳
銃
で
試
射
し
た
弾
丸
及
び
薬
き
よ
う
の
送
付
を
受
け
、
大
阪
府
警
察
本
部
保
管
に
係
る
前
記
盗
難
拳
銃
の

う
ち
の
他
の
一
丁
（
Ｓ
．
Ｗ
チ
ー
フ
ス
、
回
転
式
三
十
八
口
径
、

No.
四
〇
二
五
〇
八
）
の
試
射
弾
丸
及
び
薬
き

よ
う
と
対
照
し
た
と
こ
ろ
、
せ
ん
条
こ
ん
及
び
撃
針
こ
ん
が
一
致
し
た
こ
と
か
ら
、
文
世
光
が
犯
行
に
使
用

す
る
た
め
拳
銃
を
窃
取
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
ら
の
捜
査
結
果
か
ら
、
大
阪
府
警
察 

は
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
、
文
世
光
を
窃
盗
、
殺
人
予
備
、
旅
券
不
実
記
載
、
出
入
国
管
理
令 

ら
か
と
な
つ
た
の
で
、
吉
井
美
喜
子
を
昭
和
四
十
九
年
八
月
十
六
日
、
旅
券
不
実
記
載
及
び
出
入
国
管
理
令

違
反
の
幇
助
の
容
疑
で
逮
捕
し
、
大
阪
地
方
検
察
庁
に
送
致
し
た
（
昭
和
五
十
年
三
月
七
日
、
大
阪
地
方
裁

判
所
判
決(
確
定)

懲
役
三
月
、
執
行
猶
予
一
年
）
。 

六 

 



 

七 

違
反
等
の
容
疑
で
、
大
阪
地
方
検
察
庁
に
送
致
し
た
（
昭
和
五
十
年
一
月
二
十
二
日
、
不
起
訴
処
分
決
定
）
。 

な
お
、
文
世
光
に
よ
る
陸
英
修
夫
人
殺
害
の
状
況
に
つ
い
て
、
大
韓
民
国
ソ
ウ
ル
刑
事
地
方
法
院
は
、
そ

の
判
決
（
昭
和
四
十
九
年
十
月
十
九
日
）
中
に
お
い
て
、
文
世
光
は
大
阪
府
南
警
察
署
高
津
派
出
所
か
ら
窃
取

し
た
拳
銃
の
う
ち
の
一
丁
（
Ｓ
・
Ｗ
）
で
同
夫
人
を
殺
害
し
た
旨
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




